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1―はじめに 

 前回の基礎研レター「3月期決算の会社が多いというのは本当か、またその理由は？」（2019.4.1）

では、「日本の会社で3月期決算（事業年度が4月から3月まで）が多いのは、国や地方公共団体等の公

的機関の会計年度が4月から3月までとなっていることが大きな理由である」と説明した。 

それでは、国の会計年度はなぜ 4月から 3月までとなっているのだろうか。また、諸外国の会計年

度はどうなっているのだろうか。今回のレターではこの点について調べてみた。 

 

2―国や地方公共団体の会計年度について 

「会計年度」とは、国や地方公共団体等が、収入及び支出を整理分類し、その状況を明らかにして、

決算や予算編成を行うために、始期日と終了日を定めた１年間のことをいう。前回の基礎研レターで

述べたように、会社の場合には、一般的に「事業年度」1と称している。 

国の会計年度については、財政法第 11 条に「国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月

三十一日に終るものとする。」と規定されている。また、地方公共団体の会計年度については、地方自

治法第 208条第１項に「普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日

に終わるものとする。」と規定されている。 

このように、国や地方公共団体の会計年度については、法律でその会計年度が「4 月 1 日から 31

日まで」と規定されており、自由に設定することはできない。 

                                                
1 「事業年度」とは、会社の経営成績や財務状態を明らかにする目的で、決算をするために設けられた一定の期間のことを

いう。会社法では、特段の定義はないが、法人税法第 13条では「法人の財産及び損益の計算の単位となる期間（以下この

章において「会計期間」という。）で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるも

の（以下この章において「定款等」という。）に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次

項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計

期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後

一年ごとに区分した各期間（最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間）をいう。」等と規定されている。

なお、会社計算規則においては、各事業年度に係る連結計算書類の作成に係るについては「連結会計年度」と呼ぶことと

規定されている。 
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3―国や地方公共団体の会計年度はなぜ 4月から 3月に設定されているのか 

梅村喬『日本古代財政組織の研究』（吉川弘文館、1989 年）によれば、日本においては、7 世紀後

期の律令国家の時代から、国の会計を 1年間という単位で区切ることが行われていたとのことである。 

また、この頃に、「旧暦 1月から旧暦 12月まで」という方式が導入され、これに基づいて租税の納

付や実際の予算配分等が行われていたようである。 

さらに、「柏崎敏義、2011年、『会計年度と財政立憲主義の可能性 －松方正義の決断－ 』、『法律論

叢』第 83 巻第 2・3 号」によれば、「会計年度」の概念については、明治時代になってから制度化さ

れ、以下の図表が示すように、その後短期間で目まぐるしく会計年度が変更されたとのことである。 

 

 

 

 

 

 これらの変遷及び変更が行われた詳しい経緯等についても、先の柏崎敏義氏による論説に記載され

ている。この論説の内容及び他の文献等を参考にして、自分なりに要約してみると、概ね以下の通り

ではないかと思われる。 

①明治 2年の変更は、新米の収穫後の時期に合わせる形となっている。 

②明治 5 年の変更は、旧暦（太陰太陽暦）から新暦（太陽暦（グレゴリオ暦））への改暦に合わせて

行われた。なお、この時に改暦が行われた理由は、まさに国の財政問題に関係していた。即ち、明

治新政府が深刻な財政問題を抱えている中で、明治 6年は旧暦だと閏月があるため、13か月となり、

月給制に移行したばかりの官吏への報酬を、1年間に 13回支給しなければならなくなる。これに対

して、新暦を導入してしまえば閏月はなくなり、明治 6年は 12か月分の支給ですみ、また、明治 5

年 12月は 2日しかないことを理由に支給を免れ、明治 5年も結局 11か月分しか給料を支給せずに

済ますことができた。 

③明治 7年の変更は、地租改正法の制定に伴い、地租の納期（第 1期が 8月）に合わせる形になって

いる。 

④明治 17 年の変更は、当時の軍事費の増大による厳しい財政状況に起因して、財政赤字の穴埋めの

必要性から、明治 18年度の酒造税を明治 17年度に繰り入れしてしまったことから、この状況を改

善するために、明治 19 年度より酒造税の納期（第 1 期が 4 月）に合わせて年度変更し、帳尻あわ

せするほかに方法がないことになった（この結果、明治 18 年度は 3 ヶ月短くなった）ことによる

ものである。 

なお、明治 22年（1889年）の会計法制定により「4月から 3月まで」の会計年度が法制化され、

市制及び町村制の施行に合わせて、同年 4月より市町村でも実施され、翌年 5月より道府県（後に都

も）でも実施されることになった。 

明治 19年以降は、会計年度は変更されることなく、現在に至っている。 

変更の決定時期 変更内容
明治2年9月 旧暦10月から翌年旧暦9月まで
明治5年10月 1月から12月まで（明治6年1月から実施）
明治7年10月 7月から翌年6月まで（明治8年7月から実施）
明治17年10月 4月～翌年3月まで（明治19年4月から実施）
明治22年 会計法制定（会計年度が4月から翌年3月までとすることを法制化

https://ja.wikipedia.org/wiki/1889%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E5%88%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA%E6%9D%91%E5%88%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C
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こうした説明に対して、一方で、以下のような理由付けが行われることもあるようである。 

①農家が、収穫した米を売却して、現金化したことに対して、政府が、税金を徴収して、収支を把握

し、予算編成を行うためには、1月では時期が早く、半年程度を経た 4月頃が適当であった。 

②当時の覇権国であった英国の会計年度が 4月から 3月だったので、これに倣った。 

いずれにしても、国の会計にとって重要な収入源である租税収入の納期等との関係から、会計年度

が設定されてきたことになる。その意味では、合理性があると言えるのだが、それでもより明確で規

範的な理屈を期待していた向きには、政府の都合で、会計年度が何度も変更されてきたような印象を

強く受け、何ともいえない感じを抱かれるのではないかとも思われる。 

 

4―国や地方公共団体の会計年度を変更するという考え方は無いのか 

後で述べるように、諸外国では会計年度を暦年ベースの「1月から 12月まで」としている国も多い。

さらに、前回の基礎研レターで説明したように、会社の事業年度については、国際化の流れの中で、

海外に合わせて、12月期決算に変更する会社の数が増えてきている。 

こうした動きの中で、日本の会計年度についても、例えば 1 月から 12 月までに変更するという検

討はなされてこなかったのだろうか。 

実は、会計年度を変更しようとする議論は、過去にも行われ、そのための調査も行われてきていた

ようである。こうした内容についても先の柏崎敏義氏の論説の中で紹介されている。 

また、田中角栄元首相も国の会計年度を暦年制（1月～12月）に移行することを訴えたが、そのた

めには変更すべき法律が数多いということで、結局、大蔵省（当時）などの反対により暦年制への移

行は実施されなかったようである。 

（参考）課税年度（tax year） 

 国の会計年度では、その最大の収入源となる税金の算出の対象となる区切りも重要になってくる。 

課税年度とは 課税対象となる所得金額と税額を計算する 1 期間のことをいうが、税法上、基本的

には法人企業の所得は法人が定めた事業年度を、個人の所得は当該年度の 1月 1日から 12月 31日ま

での一年間を課税年度としている。 

即ち、個人の場合は暦年ベースで、一律に設定されているが、会社（法人）については、事業年度

とリンクする形になっているため、各会社が自由に設定できることになる。 

 

5―諸外国の会計年度はどうなっているのか 

ここまでは、日本の会計年度について述べてきたが、それでは、諸外国の会計年度はどうなってい

るのだろうか。主要国の状況とその背景等について、調べてみた。 

１｜各国の会計年度（Fiscal Year） 

各国とも、国の会計年度については、法律等で規定している。主要国では次ページの通りとなって

いる。 

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=61217?site=nli
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G-7メンバー国 

米国（10月から 9月）、英国（4月から 3月）、ドイツ（1月から 12月） 

フランス（1月から 12月）、イタリア（1月から 12月）、カナダ（4月から 3月） 

その他主要国 

オーストラリア（7月から 6月）、ニュージーランド（7月から 6月） 

インド（4月から 3月）、中国（1月から 12月）、韓国（1月から 12月） 

ロシア（1月から 12月）、ブラジル（1月から 12月）、南アフリカ（4月から 3月） 

オランダ（1月から 12月）、ベルギー（1月から 12月）、スペイン（1月から 12月） 

欧州主要国を中心に、暦年に合わせて、「1月から 12月まで」を会計年度としている国が多いが、

米国と英国という主要 2カ国が暦年とは異なる会計年度を採用している。 

なお、欧州でも、「7月から 6月まで」を会計年度としている国もあり、EU全体で統一されている

というわけでもない。例えば、イタリアも以前は「7月から 6月まで」を会計年度としていたが、1965

年に暦年ベースに変更されたようである。 

また、英連邦加盟国は、英国の影響を受けて、「4月から 3月まで」の会計年度を採用している場合

が多いが、オーストラリアやニュージーランドは「7月から 6月まで」となっている。 

以下で、暦年とは異なる会計年度を採用している、米国、英国、カナダ及びオーストラリアのケー

スについて、その理由等を調べてみた。 

２｜米国の会計年度について 

（１）連邦の会計年度  

米国の連邦の会計年度は、「10月 1日から 9月 30日まで」となっている。 

ただし、米国の連邦の会計年度についても、（日本と同様に）過去に何度か変更が行われてきている。 

USCIS（United States Citizenship and Immigration Services：米国市民権・移民業務局）のWebサ

イト2及び米国財務省からの金融サービスWebサイトである TreasuryDirect3からの情報によれば、過去から

の会計年度は以下のようになっていたようである。 

①米国政府の会計年度は 1789年 1月 1日にスタート 

②1831年まで及び 1843年～1849年     ： 10月から 9月 

③1832年～1842年及び 1850年～1867年 ： 1月から 12月 

④1868年～1976年                 ： 7月から 6月 

⑤1976 年に「1974 年議会予算および貯水池規制法」により、議会が毎年予算にたどり着くための時間を増

やせるように変更が加えられて、1976 年 7 月 1 日から 1976 年 9 月 30 日までが「transition quarter 

(TQ)：移行四半期」として、3ヶ月をカバーした。 

⑥これ以降の 1976年 10月から、現在の「10月から 9月まで」に変更された。  

 

                                                
2 https://www.uscis.gov/tools/glossary/fiscal-year 
3 https://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/histdebt/histdebt_histo5.htm 

https://www.uscis.gov/tools/glossary/fiscal-year
https://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/histdebt/histdebt_histo5.htm
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（参考）会計年度の呼称・表示 

なお、日本においては「2018年 4月から 2019年 3月までの期間を 2018年度」と呼んでいるが、米国で

は「2018年 10月から 2019年 9月までの期間を FY2019」と称している。このように会計年度の呼称につい

ては、始期の属する暦年になる場合と、終期の属する暦年になる場合がある。欧米諸国では米国のように後

者のケースが多いので、比較を行う場合等には注意が必要となる。さらには、英国のように、暦年をまたぐ場

合に「FY2018／19」のように表示される場合もある。 

（２）州及び準州の会計年度 

州政府は、独自の会計年度を設定しており、以下の通りになっている4。 

・50州のうち 46州が、会計年度を「7月から 6月まで」に設定 

・ニューヨーク州      ： 4月から 3月 

・テキサス州         ： 9月から 8月 

・アラバマ州、ミシガン州 ： 10月から 9月 

・ワシントンDC       ： 10月から 9月    

準州については、グアム、アメリカ領ヴァージン諸島、北マリアナ諸島、アメリカ領サモアが「10月から 9月」

で、連邦の会計年度と一致しているが、プエルトリコは 「7月から 6月」で、多くの州が採用する会計年度と一

致している。 

このように、米国においては、連邦と州の会計年度は一致しているわけではなく、州毎でも統一されている

わけではない。さらに言えば、例えばニューヨーク市の会計年度は、「7月から 6月まで」となっており、ニュー

ヨーク州とは異なっている。また、課税年度については、日本と同様に、個人は暦年ベース、法人は会社の

事業年度ベースとなっている。このように、米国の公的機関の会計年度等は、それぞれの歴史的な経緯等を

踏まえて、異なったものとなっている。 

３｜英国の会計年度について 

英国政府の会計年度は、「4月 1日から 3月 31日まで」となっている。 

英国では、個人の税制のための年度は 4月 6日にスタートする。この「4月 6日」が意味するところの以下

の説明と絡めて、英国の会計年度が 4 月にスタートする理由が説明されている。以下の記述は、Handley 

Evans & Co社のWebサイト5からの情報等に基づいている。 

紀元前 46年に、ジュリアス・シーザーは、「ユリウス暦」を制定したが、英国はこのユリウス暦を長く使用して

いた。7 世紀には、キリスト教の普及により。クリスマスの日が年の初日として認識されるようになり、12 世紀に

教会は、1年を 3月 25日の「Lady Day：(聖母マリアの)受胎告知の祝日」からスタートするように命じた。 

一方で、16世紀にはユリウス暦に不正確さがあることが発見され、１年が閏年に法定の 365日と 1日の追

加よりもわずかに短い期間しか続かず、その結果暦年が実際の時と約 11日ずれていることを確認した。問題

を修正するために、グレゴリウス13世は、「100で割り切れるが400では割り切れない年は、平年として、閏年

とはしない」とする「グレゴリオ暦」を制定した（なお、こうした点に関係する、現在の暦年の考え方に至るまで

                                                
4 http://www.ncsl.org/research/fiscal-policy/basic-information-about-which-states-have-major-ta.aspx#fyrs 
5 https://handleyevans.co.uk/en/fact-sheets/general/uk-fiscal-year/ 

http://www.ncsl.org/research/fiscal-policy/basic-information-about-which-states-have-major-ta.aspx#fyrs
https://handleyevans.co.uk/en/fact-sheets/general/uk-fiscal-year/
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の経緯等については、次回以降の基礎研レターで報告する）。 

ローマカトリック諸国は、この新しいグレゴリオ暦をまもなく採用したが、イングランドでは 1752 年に採用さ

れた。この時に、9月 3日から 13日までの 11日が省略された。同時に 1月 1日が年の初めに採択された。 

これに伴い、1年が354日になって、このままでは国家債務に影響を与えることになった。そこで、それまで

と同じ長さの会計年度（1 年 365 日）を維持するために、課税年度の初日が変更されることになった。ただし

1752年は閏年であったため、11日ではなくて、12日延長されることになり、3月 25日は 4月 6日に変更さ

れることとなった。 

以上の経緯から、課税年度の年始が 4月 6日に設定されることになったとのことである。 

４｜カナダの会計年度について 

カナダは、米国と同様に連邦政府及び 10 の州と 3 つの準州政府から構成されていく連邦国家である。た

だし、これらの政府の会計年度は、他の英国連邦の国々と同様に「4月 1日から 3月 31日」までとなっており、

米国とは異なり、統一されている。 

一方で、課税年度については、米国同様に、個人は暦年ベース、会社は事業年度に基づいている。 

５｜オーストラリアの会計年度について 

オーストラリアの会計年度が「7月から 6月まで」となっている理由については、いくつかの考え方があるよう

だ。ただし、主な理由としては、南半球ではこの時期に冬になることから、ビジネスが中断されないことが挙げ

られるようである。 

即ち、南半球のオーストラリアでは、クリスマスと新年を含む期間に、多くの国民が長期の夏季休暇を取る

ため、ビジネスが中断してしまうことになる。これは、公的機関・民間を問わない。従って、例えば国民による

納税もこれらの休暇期間には適切に行われない可能性がある。このため、個人の課税年度も 6 月に終了し、

10月末までに納税することになっている。 

こうした理由から、オーストラリアでは、北半球の 1月に相当する季節である 7月から、新年度がスタートす

る形になっているとのことである。 

 

6―まとめ 

以上、今回は、国の会計年度の状況について報告してきた。 

日本を含めて、各国の会計年度は、それぞれの国の社会・文化等を背景にした経緯も踏まえて、政

治的な要素も絡む中で、現在の状況に至ってきているようであり、結果として、各国間で異なる状況

になっている。特に、米国、英国、カナダ、オーストラリアというアングロ・サクソン諸国 4カ国の

間でも、その実態がかなり異なっていることがわかる。 

各国の政治・経済関係のニュースや各種の社会・文化的な事象に関するニュースを聞いたときには、

こうした違いがベースにあることも認識しておくと、その内容の理解が深まることもあるかもしれな

いと感じた次第である。 

 

以 上 


